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● 特定廃棄物に関するお問い合わせ窓口

0120-869-444（フリーダイヤル）受付時間／9：30～18：15（日祝除く） 双葉地方広域市町村圏組合

特定廃棄物の埋立処分事業
クリーンセンターふたば

情報の公開

特定廃棄物埋立処分事業の内容や安全を確保するための取組、クリーンセンターふたばでの処分の進捗状況や

モニタリング結果などの最新の情報を公開することで、地元の方々の疑問や不安などの軽減と、施設を通じて

広く県内外に向け、事業の安全性についての理解を促進します。

特定廃棄物の埋立処分事業情報サイト

クリーンセンターふたばの事業の概要と詳細、

モニタリング結果、安全対策や環境安全委員会

等の情報をインターネットで公開しています。
特定廃棄物　埋立処分 検索



双葉郡内の生活ごみ

（いずれも帰還困難区域を除く）

除染に伴う土壌・廃棄物

・福島県内の指定廃棄物※3

・対策地域内廃棄物※4等

帰還困難区域内の

特定復興再生拠点区域※1の

被災建物等解体撤去等に

伴って生じた特定廃棄物※2

双葉郡内のインフラ整備等の

産業廃棄物及び

事業系一般廃棄物

※1 特定復興再生拠点区域とは・・・将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除して居住を可能と定めることが可能となった区域のことです。

※2 特定廃棄物とは・・・放射性物質汚染対処特別措置法に基づく対策地域内廃棄物と指定廃棄物を指します。

※3 指定廃棄物とは・・・一定濃度（8,000Bq/kg）を超える放射性物質を含み、環境大臣が指定した廃棄物です。

※4 対策地域内廃棄物とは・・・旧警戒区域等の汚染廃棄物対策地域で発生した災害廃棄物や家の片付けごみなどです。

埋立対象廃棄物

はじめに

●

●

●

管理型処分場「クリーンセンターふたば」は、東日本大震災前まで、双葉地方広域市町村圏組合が産業廃棄物及び双

葉郡の一般廃棄物の埋立てを行っていましたが、2011年以降、東日本大震災の影響により休止していました。

双葉郡の生活ごみは、特定廃棄物埋立処分施設（旧フクシマエコテッククリーンセンター）での2017年11月の埋

立開始から約10年間の予定で埋立処分されています。しかし、将来的な生活ごみの処分先の確保が課題となって

いました。

加えて、双葉郡の復興に向けたインフラ整備事業等に伴う廃棄物の処分先の確保が新たな課題でした。
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※5 汚染廃棄物対策地域とは・・・楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の全域並びに南相馬市、川俣町及び川内村の区域のうち警戒区域及び計画

　　　　　　　　　　　　　　 避難区域であった区域。2022年3月31日に田村市において汚染廃棄物対策地域の指定を解除。

クリーンセンターふたば

設置場所

敷地面積

埋立地面積

埋立容量

残余容量

福島県双葉郡大熊町大字
小入野字東大和久地内

約15ha

約4.5ha

約50万m³

１期埋立地　約３万m³

２期埋立地　約25万m³

（土堰堤を含む）

特定廃棄物

埋立処分施設

（旧フクシマエコテック

  クリーンセンター）

中間貯蔵施設

●

●

●

環境省は、双葉郡の復興を加速化するため、10万Bq/kg 以下のこれらの廃棄物の最終処分場として、クリーンセ

ンターふたばを活用することとしました。

環境省は、クリーンセンターふたばの復旧・整備等の工事を行い、2023年6月より廃棄物の埋立てを再開しました。

廃棄物の埋立事業の実施においては、周辺環境への配慮、多重の安全管理、迅速な情報公開等に積極的に取り

組んでいきます。
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2023年8月撮影

2023年7月撮影

2023年7月撮影

南相馬市

相馬市
伊達市

二本松市

大熊町

浪江町

双葉町

葛尾村

川内村

広野町
いわき市

田村市

富岡町

楢葉町

飯舘村
川俣町

東京電力福島第一
原子力発電所

東京電力福島第二
原子力発電所

中間貯蔵施設

クリーン
センター
ふたば

特定廃棄物

埋立処分施設
帰還困難区域
汚染廃棄物対策地域※5 2023年5月1日時点

【原則立入禁止、宿泊禁止】*2015年6月19日以降、一部事業活動可
特定復興再生拠点区域



既に埋め立てられた廃棄物

埋立ての流れ

送電線

２期埋立区画

１期埋立区画

管理棟

浸出水調整槽

不燃物詰替施設

セメント固型化施設

防災調節池

浸出水処理施設

正門

セメント固型化しない廃棄物 セメント固型化した廃棄物

土堰堤

既設土堰堤

0 50 100m

搬入する廃棄物が10万Bq/kg以下であること及

び収納容器の状況等を確認します。また、車両退出

時の処分施設外への汚染を防止するため、スク

リーニングにより輸送車両を適切に管理します。

受入管理

放射性セシウムの外部への影響を抑えるため、廃

棄物は収納容器のまま、土壌層や不透水性土壌

層等を敷設しながら埋め立てます。

埋立処分

保管場所 クリーンセンターふたば

保管場所において廃棄物の放射能濃度が

10万Bq/kg以下であることを確認し、電

子タグの貼付を行い、輸送車両に積み込

みます。

搬出準備

搬出準備から搬入までの輸送車両の運行

状況及び作業の進捗状況をリアルタイム

に管理するとともに、廃棄物の飛散・交通

事故の防止等の安全対策を徹底します。

輸送

より安定的な埋立層を形成させるため、不燃物は角型

収納容器に封入して廃棄物を締め固めます。

詰替封入

放射性セシウムが比較的溶出しやすい廃棄物（飛灰）は、

施設内でセメント固型化処理を行い、溶出を抑制します。

飛灰が入った袋を破袋して中身を取り出し、大きな塊の

物は粗破砕します。粒の大きさを調整した後、飛灰をセ

メント等と混練し、型枠内に設置した角型収納容器に投

入します。

セメント固型化

小入野川

小入野川

北沢川

北沢第八溜池

支流

クリーンセンターふたば敷地

河川水の放射能濃度等
（６地点）

処分場外においても、処分場下流の6地点において河

川水の放射能濃度等を測定します。

周辺環境のモニタリング

埋立範囲 敷地範囲

１期埋立区画 ２期埋立区画

環境省は、従来の管理型処分場としてのモニタリングに加え、敷地

境界の空間線量率や処理水中の放射能濃度の測定等のモニタリング

を実施します。これらのモニタリング結果は環境省のホームページ

で公表します。

処分場内のモニタリング

空間線量率（定期モニタリング）

空間線量率（モニタリングポスト）

地下水水質（定期採水）

地下水水質（連続測定）

浸出水水質

放流水水質

６地点

５地点

・・・・・・・２地点

・・・・・・・１地点

・・・・・・・・・・・・・・１地点

・・・・・・・・・・・・・・１地点

防災調節池水質

悪臭

騒音振動

大気中放射能濃度

大気中放射能濃度（連続測定）

粉じん（風下側いずれか1地点で実施）

・・・・・・・・・・・・・１地点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２地点

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１地点

・・・・・・・・・・・３地点

・・・２地点

２地点

凡例

飛灰

主灰

不燃物



学識経験者、福島県、大熊町及び地域住民で構成され、処分状況や

モニタリングデータ等を監視し、環境の保全その他の安全の確保

に関すること等について意見交換及び助言等を行っています。

クリーンセンターふたばの周辺地域の安全確保に関する協定書

クリーンセンターふたばの周辺地域の環境の保全その他の安全の確保を目的として、福島県、大熊町、双葉地方広域市町村圏組合及

び環境省の間で2021年2月に協定を締結しました。環境省及び双葉地方広域市町村圏組合は、クリーンセンターふたばにおける特

定廃棄物等の処分に当たり、安全確保に万全の措置を講じます。福島県及び大熊町はその取組状況の確認を行うこととしています。

地震時は埋立作業

を中断し、周囲の

確認や施設の点検

を速やかに実施し

ます。

火災の発生に備え、火災報

知器、消火器を装備します。

火災時は埋立作業を中断

し、初期消火を実施した上

で、施設の損傷等を確認し

ます。

クリーンセンターふたばの周辺地域の安全確保に関する協定書に基づき、迅速に現場対応できる体制を整えて

います。万一、災害や事故などの緊急事態が発生した場合には、環境省は、応急措置を実施し、速やかに消防署や

警察署に通報するとともに、関係機関に連絡を行います。また、学識経験者等の助言も踏まえ、原因究明や対策の

検討を進め、現状復旧に努めます。

管理体制

車両運転者等は警察署、消防署及び運行管理責任

者へ速やかに連絡します。また、車両を安全な場所

に移動させ、二次災害を防止します。

運行管理責任者は速やかに関係機関に連絡を行う

とともに、廃棄物が飛散した場合は、復旧作業員を

現場に派遣します。

●

●

台風や強風、大雨、大雪が予想される場合には、埋立作業を

中止し、作業区画をキャッピングシートで覆うとともに、シー

トのめくれ等を防止するため、土のう等によりしっかり固定

します。

●

● ●

●

停電時は、非常用電源を用いて、浸出水処理施設

から未処理の水が放流されることのないように管

理します。

●

火災地震輸送時の交通事故

台風・強風・大雨・大雪停電

事業方針の事前説明

処分状況等の定期報告

異常時における連絡

立入調査・状況確認

適切な措置の要求

監視・助言

環境省・双葉地方広域市町村圏組合

安全確保の

取組を確認

安全確保に万全の措置

● 関係法令等の遵守

● 安全確保の方針策定、

　工事等の指導・監督、

　施設の点検・管理

● モニタリングの実施・公表

● 防災体制の充実・強化

● 情報の公開

● 埋立完了後の管理　等

福島県・大熊町

クリーンセンターふたば環境安全委員会

埋立処分中の管理は、環境省と双葉地方広域市町村圏組合との間で締結した実施協定書に基づき、両者が責任を

持って行います。

災害や事故等への対応

事業主体

環境省

現場管理

環境省・双葉地方広域市町村圏組合

監視体制

クリーンセンターふたば環境安全委員会

埋立処分における安全対策

浸出水の処理

●放射性セシウムが溶出しにくい廃棄物（主灰、不燃物）は、焼却施

設、仮置場または敷地内の詰替施設にて、角型収納容器に封入

します。封入する廃棄物の締め固めが行えるため、より安定的な

埋立層を形成することができます。

●放射性セシウムが比較的溶出しやすい廃棄物（飛灰）は、セメント

固型化により放射性セシウムの溶出を抑制することができます。角型収納容器

放射性セシウムの外部への影響を抑えるため、廃棄物は収納容器のまま、放射性物質汚染対処特別措置法の処分

基準に従い、土壌層や不透水性土壌層等を敷設しながら埋め立てます。さらに、埋立作業を実施していない区画

は常時表面をキャッピングシートで覆い、雨水の浸入を抑制します。

埋立地から発生する浸出水は、浸出水処理施設において、生物処理、凝集沈殿処理などを行い、有機物や重金属等を

除去します。これら一連の処理を行った後、一旦、処理水貯留槽に貯留して、放射性セシウムの濃度を測定し、その

結果が基準値以下であることを確認した後に放流します。

なお、基準を超える放射性セシウムが確認された場合は、ゼオライト吸着塔で放射性セシウムを取り除いた後、再

度、放射性セシウム濃度を測定し、基準値以下であることを確認してから放流します。

●ゼオライトは、金属イオンを吸着する能力の高い鉱物

で、　放射性セシウムに対して優れた吸着特性を示すこ

とが　確認されています。

●ゼオライトによる吸着処理を既存の浸出水処理施設に

　付加することにより、処理水中の放射性セシウム濃度を

　基準値以下にします。

適

ゼオライト吸着塔

ゼオライト
（粒状）

不適

放流埋立地からの

浸出水

浸出水処理施設 処理水

貯留槽

放射能濃度

測定（有機物や重金属等の除去）

埋立廃棄物の収納容器

2期埋立地イメージ図

水の流れ

法面ガス抜き管

雨水排水溝

土壌層 不透水性土壌層等

下部土壌層

土壌層

土壌層

不透水性土壌層で
捕捉
不透水性土壌層で
捕捉

不透水性土壌層
表面を流下
不透水性土壌層
表面を流下

側方土壌

底面遮水工

保護マット（不織布）

漏水検知システム

保護マット（不織布）

10mm

保護マット（不織布）10mm

10mm

地山（地盤）

遮水材
（シート）

1.5mm

法面遮水工

保護マット（不織布）

保護マット（不織布）

10mm

10mm

10mm

遮光性マット（不織布）

地盤

遮水材
（シート）

1.5mm

廃棄物層

廃棄物層

廃棄物層

竪形ガス抜き管

キャッピングシート

浸出水集水管

ガス抜き管より
浸出水として排除
ガス抜き管より
浸出水として排除

釡場


